令和７年度「介護テクノロジー定着支援事業費補助金」
事業者向け説明会

令和７年10月31日
静岡県介護保険課

説明会でのご質問内容について

※事業所向け説明会の質疑応答の内容を記載をしています。
　重複する内容等については省略しておりますので、ご了承ください。


【補助対象について】

Ｑ１：１つの事業所で、見守りカメラと眠りスキャンの導入は不可ということになるか。
Ａ１：１事業所につき、同一の目的で複数種類の機器（今回の場合ですと、見守り機器で２種類の機器）を導入することは出来ません。
同法人内でも、別事業所であれば異なる種類の機器を導入することは可能です。

Ｑ２：国実施要綱 ４ 事業内容(1)イの「その他」に記載される内容について、インカム等のビジネスチャットツールのようなコミュニケーションツールも含まれるという認識でいいか。
Ａ２：福祉用具情報システムに掲載のある機器等の内、介護テクノロジーに分類される機器等を本年度事業における補助対象機器等とします。その他機器については、「インカム」のみ補助対象の範囲となりますので、ご質問のビジネスチャットツールのようなコミュニケーションツールは含まれません。

Ｑ３：国実施要綱 ４ 事業内容(1)イの「その他」に記載されている「加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車」や「バックオフィスソフト（電子サインシステム、給与、勤怠管理等）」等は、今回の県の要綱においてはインカムのみを対象としているため、対象外ということになるか。
Ｑ３：ご質問の通り、インカムのみを補助対象とする取扱となるため、対象外となります。

Ｑ４：下記（本事業における補助メニュー）は全て併用可能か。
・介護テクノロジー等の導入支援（介護ソフト以外）
・介護テクノロジー等の導入支援（介護ソフト）
・介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
・導入支援と一体的に行う業務改善支援
Ａ４：申請内容によりますが、要件を満たす場合は申請可能です。

Ｑ５：クラウド系ソフトの契約を検討中。昨年度までは年度内の契約しか対象にならかったはずだが、今年度申請できる期間も同様か。
Ａ５：補助対象となる期間の考え方は以下のとおりです。
県Ｑ＆Ａにも記載がありますのでご確認ください。
・使用権の期限がないもの･･････全額（買取り）
・支払いが月額払いのもの･･････当該年度分
・支払いが年額払いのもの･･････１年分
・複数年の使用権契約のもの････複数年分
ただし、いずれの場合も令和８年３月31日までに支払いを完了させてください。
※機器の導入に係る利用料や、リース契約も同様

Ｑ６：同事業所で見守り業務支援と入浴業務支援の物を一緒に申請することは可能か。
Ａ６：異なるカテゴリーの重点分野であるため申請可能です。

Ｑ７：定員が100人の場合、移乗支援機器を5台、入浴支援を5台申請することは可能か
Ａ７：可能です。補助上限台数まで異なる目的の機種を組み合わせることは問題ありません。
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【付帯経費について】

Ｑ１：ケアプランデータ連携システムを使用するためのPCの購入は対象か。
既に導入している介護請求ソフトのためのPCやタブレットの購入は対象か。
Ａ１：情報端末（ＰＣ・タブレット等）については、主たる機器等の付帯経費として申請する場合に補助対象とするため、ご質問のようにタブレット端末のみの購入については、補助対象外となります。

Ｑ２：導入に伴う既存製品の撤去費用や取付や組立て費用、付随する部品等は補助対象となるか。対象となる場合、申請様式3号、内訳書のどこに記入すれば良いか。
Ａ２：ご質問の内容について、対象可否は以下のとおりです。
・対象＝取り付けや組み立て等の設置費用、付属品（付帯費用として必ず必要な費用）
・対象外＝撤去費用、付属品（オプションのような必ず必要とはいえない費用）
様式第３号については、付帯経費を含めた１台当たりの金額（税抜）を記載し、内訳書については、主たる機器や付帯経費の内訳を詳細に記載していただきます。

Ｑ３：TAISに記載のある見守りカメラを導入を検討しているが、使用するにあたって専用スタンドが必要となる。調べるとスタンドは介護テクノロジーのマークがついていないが付帯経費としてもいいか。
Ａ３：見守りカメラを使用するにあたり、必ずスタンドが必要になるのであれば付帯経費として補助対象になります。

Ｑ４：訪問介護事業所において、スマホでの記録ソフト＋ヘルパー人数分のスマートフォンを導入することを検討しているが、スマートフォンの購入分も補助対象となるか。
Ａ４：ソフトが補助対象であれば、付帯経費として申請可能です。


【TAIS（福祉用具情報システム）について】

Ｑ１：「介護ソフト+見守り機器＋インカム」でパッケージ型で申請できるのか。
介護ソフトはTAISに掲載されているものでないといけないか。
Ａ１：ご質問の組合せは補助対象となる想定ですが、組合わせることで効果が高まると判断出来る場合に補助の対象としていますので、確認資料の提出（判断出来る資料）のご提出をお願いします。
パッケージ型は、「介護業務支援」に該当するものとの組合せを補助対象としており、介護ソフトについても、「TAIS」に掲載されている商品を補助対象としています。

Ｑ２：電子サインシステム等を導入する場合、国の実施要綱では補助対象となっているが、県では「TAIS」に掲載いるもの以外は対象外となるのか。
Ａ２：ご質問のとおりです。

Ｑ３：TAISに未掲載だが、掲載されている機器と同等の機能があり重点分野にも該当する場合、補助対象となるか。
Ａ３：県での判断基準として「TAIS」に掲載されていえるものを補助対象としています。

Ｑ４：介護ソフトの更新は新規導入として申請してよいか。
Ａ４：更新ではなく導入という形で申請をしていただきます。


【パッケージ型について】

Ｑ１：パッケージ型について、既に使用している介護ソフトと連携させる見守り機器＋インカムの導入でも対象となるか。
Ａ１：パッケージ型については、介護業務支援（主に介護ソフト）と組合わせて複数機器を導入する場合に活用する補助メニューとなっています。あくまで同時に導入する場合を想定しており、介護業務支援に該当する機器等を導入しない場合（今回のケース）は、パッケージ型での申請はできません。

Ｑ２：もともと、請求ソフトは導入していて、今回の補助金では、「記録ソフト＋クラウド化＋タブレット端末」で申請しようと考えています。この場合は、「（1）介護テクノロジー等の導入支援」または「（2）パッケージ型導入支援」のどちらが対象になりますでしょうか？
Ａ２：「介護業務支援（主に介護ソフト）」と他のテクノロジー（クラウド化、情報端末は含まない）を合わせて活用するものをパッケージ型として考えるため、(1)となります。

Ｑ３：「介護ソフトと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する」という組み合わせがパッケージ型導入として認められると思うが、「連動すること」というのは、機械の内部的に連動しなければならないのか、見守り機器があって介護ソフトの機能を利用することによって効率よく見守りができ、それを明確に説明できればよいのかどちらが正しいか。
Ａ３：単体で活用するよりも組み合わせることで効果的に活用できると明確に判断できるもの（判断出来る資料を提出）であれば問題ありません。

Ｑ４：パッケージ型導入に関して、「介護ソフト」と「インカム」や「見守り機器」などがそれぞれ別のTAISコードをもっている必要があるか。
Ａ４：「インカム」については、その他機器としてTAISコードを取得している必要はありません。「介護ソフト」や「見守り機器」についてはTAISコードを取得（介護テクノロジーに分類）されている必要があります。セット販売されている場合（１つのTAISコードに複数種類の機器がある場合）は、それぞれのTAISコードを取得している必要はありません。

Ｑ５：既存の介護ソフトに＋αとなるシステム（Iot連携用システム）を追加導入し、それと見守り機器を組み合わせることでパッケージ型導入支援とすることは可能か。
Ａ５：新たに導入する機器等（主たる機器）の付帯経費（必ず必要となる経費）であれば補助対象とすることが出来ます。
パッケージ型については、複数種類の機器を組合わせて導入する（同じ申請で）ことで、効果が高まる機器等を導入する場合に活用が出来ますので、ご質問の内容については、パッケージ型での申請は出来ないものとなります。

Ｑ６：パッケージ型についての確認で、介護記録ソフト＋介護請求ソフト 等が対象とあるが、記録と請求ができるソフトであれば、申請可能ということでよいのか。インカムや見守りはなくても申請できるということなのか。
Ａ６：それぞれが対象ソフトであれば申請は可能です。ただし、パッケージ型については優先採択の組み合わせがあり、採択とならない可能性もあります。

Ｑ７：パッケージ型について、テクノロジーと連携とありますが、介護業務支援（介護ソフト）＋見守り機器＋インカムのすべてが連動しなければいけないのか。
Ａ７：パッケージ型として導入検討している機種については、すべて連動している必要があります。

【補助要件について】

Ｑ１：小規模多機能型居宅介護は、補助要件で委員会の設置、ケアプランデータ連携システムの導入ともに該当してるが、両方とも要件を満たす必要があるか。
Ａ１：両方の要件を満たす必要があります。
補助要件は、該当するサービス種別であれば全ての要件を満たす必要があります。

Ｑ２：コンサルティング会社との契約以外に外部研修機関から受ける生産性向上における研修等は対象になるのか（伴走支援セミナー等）。
Ａ２：国実施要綱４(3)において、「知識や経験を有する第三者から～個別の契約に基づき～支援を受けること。（一部抜粋）」との記載があるとおり、ご質問の内容については、対象外となります。

Ｑ３：補助要件となる委員会開催の頻度は。
Ａ３：頻度は問いません。

Ｑ４：補助要件内にある「ケアプランデータ連携システムの利用開始すること」とは、法人内で対象となる事業所が複数ある場合、すべての事業所で開始する必要があるのか。
Ａ４：申請する全ての事業所で開始することが要件となります。

Ｑ５：導入支援と一体的に行う業務改善支援について、昨年度までに生産性向上セミナーを受けた場合でも、今年度改めて受講する必要があるか。
Ａ５：受講の必要があります。昨年度受講した方以外（事業所における担当者や、実際に機器等を扱う職員）の方が受講することを想定しております。

Ｑ６：ケアプランデータ連携システムの導入は補助を受ける事業所だけでなく法人全体での導入が必要か。
Ａ６：補助を受ける事業所を対象とします。

Ｑ７：セキュリティアクションは法人単位の申請か、事業所ごとに申請か。
Ａ７：法人において宣言していただいてあれば問題ありません。

Ｑ８：令和8年1月以降に開設する「介護生産性向上総合相談センター」が実施するセミナーの日程が発表されるのはいつ頃か。
Ａ８：未定です。改めて周知いたします。

【申請方法について】

Ｑ１：見守り機器を導入する際、Wifiが必要と言われています。見守り機器よりもWifi設置の方が金額が高額になりますが問題はあるか。
Ａ１：補助上限金額内であれば問題ありません。

Ｑ２：導入補助金の際は基本1事業所1回（補助上限に残がある場合はできる）と認識しておりますが、今回新たに関係なく申請はできるのか。
Ａ２：前年度まで、補助メニューによっては、申請回数等が制限される内容となっておりましたが、今年度からそのような条件はなくなりましたので、新たに申請いただくことが可能です。

Ｑ３：令和7年度に既に購入している機器の申請は可能か（支払済）。
Ａ３：対象外です。交付決定後、事業着手していただく必要があります。

Ｑ４：法人の規定で入札が必要な場合、入札についても交付決定後に行う必要があるか。
Ａ４：交付にあたっては、交付決定後に事業着手をしていただく必要があります。入札の時期については定めはありませんが、発注や契約は交付決定後に行うようにしてください。

Ｑ５：コンサルティング会社から受ける業務改善支援を受けたことのエビデンスは何が必要でしょうか？メーカから出てくるであろう、支援完了報告書的なもの（日時、受講内容他）でいいか。
Ａ５：ご質問のとおり「報告書」等を想定しておりますが、国実施要綱４(3)アの内容が記載されていること（要件が充足されていること）をご確認のうえご提出ください。

Ｑ６：申請における法人単位とは静岡県内外事業所を合わせて1回と認識か。
Ａ６：静岡県内の事業所のみ補助対象とし、法人単位で申請してください。

Ｑ７：法人内で事業所が複数ある場合、補助の基準額に「一事業所あたり」と記載のあるものは基準額×事業所数で申請できるのか。
Ａ７：補助メニューにより申請方法が異なりますが、パッケージ型の場合、「一事業所あたり」1,000万円が基準額となります。補助額の算出は１事業所ずつ行いますので、単純に基準額を事業所数で計算するわけではありませんが、２事業所において満額の補助となった場合、補助額は2,000万円となります。

Ｑ８：前年度、ICT事業補助金で購入した見守り機器を増台したい場合、今年度、定員数÷10台の範囲であれば申請することは可能か。
Ａ８：今年度の対象機器であれば申請可能です。

Ｑ９：介護ソフト導入のための見積を物理的に事業種別毎で分けられない場合、職員数割合などを用いて按分表を作成したら見積1枚でも問題ないか。
Ａ９：審査の上で、按分表のような判断可能な資料（金額の算出根拠や導入を予定している機器や付帯経費についての内訳が確認出来る資料）をご提出いただけるようであれば、見積書1枚でも問題ありません。

Ｑ10：チェックリストの中の添付書類(見積もりやパンフなど)はPDFにして申請書類と一緒にメールをすればいいか。
Ａ10：ご質問のとおりの認識で問題ありません（申請書類はExcelでの提出）。

Ｑ11：昨年度までに法人として介護ICT導入支援を交付を受けたことがあるが、その後新たに開所した事業所が法人内にある場合にはその事業所は受給していないので様式1号の「当該補助金の交付を受けたことがない」という申請方法でいいか。
Ａ11：ご質問の内容については「当該補助金の交付を受けたことがある」で申請していただき、申請書類を添付をいただくメールや到着確認のお電話の際に、「交付を受けたことがない」事業所について、担当までご報告ください。

Ｑ12：新規で介護ソフトを複数検討中（A,B,C）だが、A,B,C全てを申請に出し、許可が下りてから選択しても良いか。あらかじめ1つに選択してから申請を出さなければいけないのか。どちらでもいいか。
Ａ12：あらかじめご選択いただいてから申請をしてください。
複数種類の介護ソフトを同時に導入することは可能です。

Ｑ13：通所介護事業所の補助台数対象職員として運転手を含めてもいいか。
Ａ13：運転手であっても、介護テクノロジーの活用が見込まれる職員として該当するのであれば、補助台数対象職員に含めても差し支えありません。

Ｑ14：インカムを導入する場合、複数台導入しても補助上限金額は100万円となるのか。
Ａ14：１台あたりの基準額が100万円となります。

Ｑ15：同じ法人内で2種類の事業所があるが、介護ソフトを購入の際、共有する部分について見積もりにはどちらかに記載すればいいのか。
Ａ15：申請様式については、職員数に応じて按分した費用をそれぞれの事業所に計上していただくようにお願いいたします。見積書については、事業所毎に記載することが難しい場合、金額の算出根拠等がわかるように（担当者が判断・確認できるように）按分表やメモ書き等を提出いただくようにお願いいたします。

